
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
三
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
百
七
十
三
号

令
和
三
年三

月
十
一
日

木　曜　日

一
〇
五

目

次

告

示

○
組
合
長
臨
時
代
理
者
の
指
定	

一
〇
五

○
道
路
の
供
用
開
始
（
六
件
）	

一
〇
五

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
〇
六

○
都
市
計
画
の
変
更	

一
〇
七

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
等
の
変
更
の
届
出	

一
〇
七

○
換
地
処
分
の
実
施	

一
〇
八

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
六
十
八
号

土
地
改
良
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
耕
地
整
理
法
（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
十
三
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
穴
山
村
重
久
耕
地
整
理
組
合
の
組
合
長
臨
時
代
理
者
に
指
定
し
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

住
所

韮
崎
市
穴
山
町
六
千
七
百
十
七
番
地

二　

氏
名

嶋
津　

正
美

山
梨
県
告
示
第
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

山
梨
市
停
車

場
線

山
梨
市
下
神
内
川
字
竹
井
田
一
八
〇

番
一
〇
地
先
か
ら

山
梨
市
下
神
内
川
字
林
ノ
上
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

　

一
六
六
・
五

令
和
三
年
三

月
十
二
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

四
百
十
一
号

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
四
番

一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
一
一
三
八

番
一
地
先
ま
で

　
　
三
九
・
九

令
和
三
年
三

月
二
十
四
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
三
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
一
日

一
〇
六

山
梨
県
告
示
第
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

塩
山
停
車
場

大
菩
薩
嶺
線

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
梅
ノ
木
一
五

三
八
番
三
地
先
か
ら

甲
州
市
塩
山
赤
尾
字
堰
口
二
七
七
番

一
地
先
ま
で

　

一
五
六
・
八

令
和
三
年
四

月
一
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

藤
垈
石
和
線

三　

道
路
の
区
域

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

白
井
甲
州
線

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
諏
訪
原
五

三
九
番
一
地
先
か
ら

笛
吹
市
御
坂
町
蕎
麦
塚
字
道
中
根
七

一
三
番
一
地
先
ま
で

　

二
三
〇
・
〇

令
和
三
年
三

月
二
十
五
日

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
八
代
町
南
字
渋
田
二
八
〇
九
番
一
地
先
か

ら笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
字
新
町
南
割
一
〇
八
〇

番
一
七
地
先
ま
で

旧

六
・
〇
～

　
　
　

四
一
・
八

二
六
七
六
・
四

一
〇
・
五
～

　
　
　

三
八
・
七

一
五
九
三
・
三

新

一
〇
・
五
～

　
　
　

三
八
・
七

一
五
九
三
・
三

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

休
息
山
梨
線

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
官
有
無
番

地
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
西
之
田
一
六
七

番
地
先
ま
で

　

一
二
八
・
八

令
和
三
年
三

月
二
十
四
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

休
息
勝
沼
線

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
幸
神
八
七
四
番

一
地
先
か
ら

甲
州
市
勝
沼
町
山
字
大
塚
九
一
三
番

地
先
ま
で

　

一
〇
九
・
四

令
和
三
年
三

月
二
十
四
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

白
井
甲
州
線

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
諏
訪
原
五

三
九
番
一
地
先
か
ら

笛
吹
市
御
坂
町
蕎
麦
塚
字
道
中
根
七

一
三
番
一
地
先
ま
で

　

二
三
〇
・
〇

令
和
三
年
三

月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
三
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
一
日

一
〇
七

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

代
表
取
締
役　

醍
醐
茂
夫

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二
十
八
番
一

号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
櫛
形
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
字
八
反
畑
千
四
百
二
十
九
番
地
一
外

2　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

六
百
六
十
四
平
方
メ
ー
ト

ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

七
百
二
十
四
平
方
メ
ー
ト

ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置
及
び
容
量

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

三
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
売
業
を
行

う
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

一　

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時

二　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
八
時
（

　
　

年
間
百
四
十
二
日
間
に
限
り

　
　

午
後
八
時
三
十
分
）

三　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時

次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
売
業
を
行

う
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

一　

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

二　

株
式
会
社
マ
キ
ヤ

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

三　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（

年
間
百
四
十
二
日
間
に
限
り
午
後

八
時
三
十
分
）

午
後
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数
及
び
位

置

数　

七
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

数　

四
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

四　

区
域
変
更
の
期
日　

令
和
三
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

都
市
計
画
の
種
類　

甲
府
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
三
十
三
号　

大
手
二
丁
目
浅
原
橋
線
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域　

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三　

縦
覧
場
所　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
八
代
町
南
字
渋
田
二
八
〇
九
番
一
地
先
か

ら笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
字
新
町
南
割
一
〇
八
〇

番
一
七
地
先
ま
で

旧

六
・
〇
～

　
　
　

四
一
・
八

二
六
七
六
・
四

一
〇
・
五
～

　
　
　

三
八
・
七

一
五
九
三
・
三

新

一
〇
・
五
～

　
　
　

三
八
・
七

一
五
九
三
・
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
七
十
三
号
　
　
令
和
三
年
三
月
十
一
日

一
〇
八

3　

変
更
す
る
年
月
日　

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日
外

三　

届
出
年
月
日　

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
十
二
日
ま
で

◉　

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
ほ
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
四
工
区
）
の
換
地
処
分
を
令
和
三
年
二
月
十
九
日
実
施
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

六
百
六
十
四
平
方
メ
ー
ト

ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

七
百
二
十
四
平
方
メ
ー
ト

ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置
及
び
容
量

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

三
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
売
業
を
行

う
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

一　

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時

二　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
八
時
（

　
　

年
間
百
四
十
二
日
間
に
限
り

　
　

午
後
八
時
三
十
分
）

三　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時

次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
売
業
を
行

う
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

一　

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

二　

株
式
会
社
マ
キ
ヤ

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

三　

そ
の
他（
未
定
）

　

イ　

開
店
時
刻　

午
前
九
時
三

　
　

十
分

　

ロ　

閉
店
時
刻　

午
後
七
時
三

　
　

十
分

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（

年
間
百
四
十
二
日
間
に
限
り
午
後

八
時
三
十
分
）

午
後
九
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数
及
び
位

置

数　

七
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

数　

四
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り


